
茨城沿岸津波浸水想定検討委員会規約 

 

 

（目的） 

第一条 この委員会は，県が津波対策として実施する津波浸水想定区域の検討や津波

被害想定等にあたり，技術的・専門的な見地から調査検討を行うことを目的とする。 

 

（名称） 

第二条 この委員会は，茨城沿岸津波浸水想定検討委員会（以下「委員会」という。）

と称する。 

 

（検討事項） 

第三条 委員会は，第一条の目的を達成するため，次に揚げる事項について調査検討

を行う。 

（１） 震源（波源）の設定 

（２） 地形モデルの作成                    

（３） 津波シミュレーション 

（４） 津波被害想定 

（５） 今後の海岸保全事業のあり方 

（６） 津波浸水想定区域図等の作成 

 

（組織） 

第四条 委員会は，別紙に掲げる委員より構成される。 

２ 委員会の委員長は，委員会を代表し会務を総理する。 

３ 委員長が職務を遂行出来ない場合は，副委員長がその職務を代理する。 

４ 委員長は必要に応じて委員以外のものを委員会に出席させることができる。 

 

（委員会の運営） 

第五条  委員会の会議（以下「会議」という。）は，委員長が主宰する。 

２ 会議は，委員長が必要に応じて適時開催する。 

３ 会議は，その運営に必要な資料等を事務局に求めることができる。 

 

（設置期間） 

第六条 委員会の設置は第一条の目的を達成するまでとする。 

 

（事務局） 

第七条 委員会の事務局は土木部河川課におく。 

 

（補則） 

第八条 この規約に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会で

定める。 

 

 

附則 この規約は平成１７年１２月２７日から施行する。 



別紙（第四条関係） 
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（オブザーバー） 

① 国土交通省関東地方整備局 常陸河川国道事務所 

② 国土交通省関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 
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⑮ ひたちなか市 
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⑰ 鉾田市 
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⑲ 神栖市 


